
（単位：百万円）

科　　　　　　目 令和5年3月末

（単位：百万円）

【 負 債 の 部 】【 資 産 の 部 】

【 純 資 産 の 部 】

令和4年3月末 令和5年3月末科　　　　　　目

現金   
預け金   
買入金銭債権
有価証券   

貸出金

その他資産

有形固定資産   

無形固定資産   

前払年金費用
繰延税金資産
債務保証見返   
貸倒引当金   

資産の部合計

預金積金       

借用金

その他負債       

賞与引当金
退職給付引当金       
役員退職慰労引当金   
偶発損失引当金   
債務保証       
負債の部合計

出資金       

利益剰余金

会員勘定合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債および純資産の部合計

当座預金      
普通預金      
貯蓄預金      
通知預金      
定期預金      
定期積金      
その他の預金

借入金
当座借越

未決済為替借      
未払費用      
給付補塡備金      
未払法人税等      
前受収益      
払戻未済金      
払戻未済持分      
職員預り金      
リース債務
その他の負債      

 

普通出資金      

利益準備金      
その他利益剰余金      
　   特別積立金     
　  （うち奉仕基金積立金） 
　   当期未処分剰余金

2,651
56,511
141

225,499
32,537
2,901
35,466
101

154,491
137,766

536
7,857

125,424
3,947
2,023
27

1,220
－

682
93

1,733
846
665
63
157
59
18
41
126
2,234
514

△ 3,854
△ 3,090

425,409

2,537
54,104
107

224,323
35,183
879

31,935
73

156,251
140,732

594
7,360

127,602
5,174
2,156
36

1,220
1

802
95

1,819
822
728
80
187
62
26
36
169
5,395
530

△ 3,826
△ 3,178

428,112

国債
地方債
社債
株式
その他の証券

割引手形
手形貸付
証書貸付
当座貸越

未決済為替貸
信金中金出資金
前払費用
未収収益
その他の資産

建物
土地
リース資産
その他の有形固定資産

ソフトウェア
その他の無形固定資産

（うち個別貸倒引当金）

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。以下の表における金額についても同様です。

令和4年3月末

（　　　 　 ）（　　　 　 ）

（　     ）（　     ）

369,990
3,421

111,700
550
－

245,117
7,784
1,414
20,475
20,475

－
1,595
33
517
3

639
58
2
5

181
64
89
68
391
151
6

514
393,194

786
786

33,835
786

33,049
27,450
550
5,599
34,621
△ 2,406
△ 2,406
32,214
425,409

382,442
3,647

116,177
583
31

253,232
7,693
1,077
16,451
5,451
11,000
1,750
41
493
3

739
59
1
2

184
86
138
61
366
97
9

530
401,707

786
786

35,839
786

35,053
28,250
550
6,803
36,625

△ 10,220
△ 10,220
26,404
428,112

査定結果を監査しております。

　会員権等について、時価や実質価額の著しい下落が生
じた場合は、発生の見込まれる損失に備えて預託保証金の
回収不能見込額を引き当てております。
　なお、本引当金は、左記7.の貸倒引当金に加えて個別貸
倒引当金として計上しております。

　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職
員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属
する額を計上しております。

　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事
業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額
に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期
間に帰属させる方法については期間定額基準によってお
ります。なお、過去勤務費用および数理計算上の差異の費
用処理方法は、次のとおりであります。

　役員退職慰労引当金は、当金庫の定める｢役員退職慰労
金規程｣に基づき、役員に対する支給見積額のうち、当事
業年度末までに発生していると認められる額を計上してお
ります。

　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払い
に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しており
ます。

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ
ております。固定資産に係る控除対象外消費税等は「その
他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っております。

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にそ
の額を計上した項目であって、翌事業年度にかかる計算書
類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおり
です。
　　貸倒引当金　　　3,826百万円
　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として、7.に
記載しております。
　主要な仮定は、｢債務者区分の判定における貸出先の将
来の業績見通し｣であります。｢債務者区分おける貸出先
の将来の業績見通し｣は各債務者の収益獲得能力を個別
に評価し、設定しております。
　なお、個別貸出先の債務者区分の判定に用いた仮定は
不確実であり、これらが変化した場合には、翌事業年度の
貸倒引当金は増減する可能性があります。

　理事および監事との間の取引による理事および監事に
対する金銭債権債務はありません。

　有形固定資産の減価償却累計額は、3,544百万円であ
ります。

　有形固定資産の圧縮記帳額は、32百万円であります。

　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関
する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債
権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還
及び利息の支払の全部又は一部について保証しているも
のであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品
取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為
替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保
証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている
有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使
用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移
動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券に
ついては時価法（売却原価は主として移動平均法により算
定）により行い、評価差額は、全部純資産直入法により処理
しております。なお、組込デリバティブを区分して測定でき
ない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差
額を損益に計上しております。
　また、市場価格のない株式等については移動平均法に
よる原価法又は償却原価法により行っております。

　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率
法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取
得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1
日以降に取得した建物附属設備および構築物については
定額法を採用しております。また、主な耐用年数は、次のと
おりであります。
　　建     物　　6年　～　39年
　　そ の 他　　2年　～　40年

　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額
法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェ
アについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づ
いて償却しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固
定資産」（および「無形固定資産」）中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却し
ております。なお、残存価額については、リース契約上に残
価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ
以外のものは零としております。

　外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算
額を付しております。

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、
次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい
る債務者（以下｢破綻先｣という。）に係る債権およびそれと
同等の状況にある債務者（以下｢実質破綻先｣という。）に
係る債権については、担保の処分可能見込額および保証
による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。
　また、現在は経営破綻の状況にないものの、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下｢破綻
懸念先｣という。）に係る債権については、債権額から担保
の処分可能見込額および保証による回収見込額を控除
し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで
計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とし
た貸倒実績率の長期的視点も踏まえた過去の一定の期間
の平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
　破綻懸念先および、貸出条件に問題のある債務者、履行
条件に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債
務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に
注意を要する債務者（以下｢要注意先｣という。）のうち、当
該債務者の債券の全部又は一部が要管理債権である債務
者（以下「要管理先」という。）で、未保全額が一定額以上の
大口債務者のうち、債権の元本の回収および利息の受取
りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができ
る債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利
子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引
当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上して
おります。
　上記以外の要管理先に係る債権については3年間の予
想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間
の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期的視点も踏ま
えた過去の一定の期間の平均値に基づき損失率を求め、
算定しております。また、要注意先および業況が良好であ
り、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務
者（以下、｢正常先｣という。）に対する債権については、今後
1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期的な
視点も踏まえた過去の一定の期間の平均値に基づき損失
率を求め、算定しております。
　すべての貸出金債権は、｢自己査定基準｣に基づき融資
本部が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査室が

【貸借対照表の注記】

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

過去勤務費用 ………

数理計算上の差異 …

発生した期の職員の平均残存期間
内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を発生した期か
ら損益処理しております。
各発生年度における職員の平均残
存勤務期間内の一定の年数(10年)
による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌期から損益処理
しております。

貸借対照表
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財務諸表（令和5年3月31日現在）



（単位：百万円）

科　　　　　　目 令和5年3月末

（単位：百万円）

【 負 債 の 部 】【 資 産 の 部 】

【 純 資 産 の 部 】

令和4年3月末 令和5年3月末科　　　　　　目

現金   
預け金   
買入金銭債権
有価証券   

貸出金

その他資産

有形固定資産   

無形固定資産   

前払年金費用
繰延税金資産
債務保証見返   
貸倒引当金   

資産の部合計

預金積金       

借用金

その他負債       

賞与引当金
退職給付引当金       
役員退職慰労引当金   
偶発損失引当金   
債務保証       
負債の部合計

出資金       

利益剰余金

会員勘定合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債および純資産の部合計

当座預金      
普通預金      
貯蓄預金      
通知預金      
定期預金      
定期積金      
その他の預金

借入金
当座借越

未決済為替借      
未払費用      
給付補塡備金      
未払法人税等      
前受収益      
払戻未済金      
払戻未済持分      
職員預り金      
リース債務
その他の負債      

 

普通出資金      

利益準備金      
その他利益剰余金      
　   特別積立金     
　  （うち奉仕基金積立金） 
　   当期未処分剰余金

2,651
56,511
141

225,499
32,537
2,901
35,466
101

154,491
137,766

536
7,857

125,424
3,947
2,023
27

1,220
－

682
93

1,733
846
665
63
157
59
18
41
126
2,234
514

△ 3,854
△ 3,090

425,409

2,537
54,104
107

224,323
35,183
879

31,935
73

156,251
140,732

594
7,360

127,602
5,174
2,156
36

1,220
1

802
95

1,819
822
728
80
187
62
26
36
169
5,395
530

△ 3,826
△ 3,178

428,112

国債
地方債
社債
株式
その他の証券

割引手形
手形貸付
証書貸付
当座貸越

未決済為替貸
信金中金出資金
前払費用
未収収益
その他の資産

建物
土地
リース資産
その他の有形固定資産

ソフトウェア
その他の無形固定資産

（うち個別貸倒引当金）

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。以下の表における金額についても同様です。

令和4年3月末

（　　　 　 ）（　　　 　 ）

（　     ）（　     ）

369,990
3,421

111,700
550
－

245,117
7,784
1,414
20,475
20,475

－
1,595
33
517
3

639
58
2
5

181
64
89
68
391
151
6

514
393,194

786
786

33,835
786

33,049
27,450
550
5,599
34,621
△ 2,406
△ 2,406
32,214
425,409

382,442
3,647

116,177
583
31

253,232
7,693
1,077
16,451
5,451
11,000
1,750
41
493
3

739
59
1
2

184
86
138
61
366
97
9

530
401,707

786
786

35,839
786

35,053
28,250
550
6,803
36,625

△ 10,220
△ 10,220
26,404
428,112

査定結果を監査しております。

　会員権等について、時価や実質価額の著しい下落が生
じた場合は、発生の見込まれる損失に備えて預託保証金の
回収不能見込額を引き当てております。
　なお、本引当金は、左記7.の貸倒引当金に加えて個別貸
倒引当金として計上しております。

　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職
員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属
する額を計上しております。

　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事
業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額
に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期
間に帰属させる方法については期間定額基準によってお
ります。なお、過去勤務費用および数理計算上の差異の費
用処理方法は、次のとおりであります。

　役員退職慰労引当金は、当金庫の定める｢役員退職慰労
金規程｣に基づき、役員に対する支給見積額のうち、当事
業年度末までに発生していると認められる額を計上してお
ります。

　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払い
に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しており
ます。

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ
ております。固定資産に係る控除対象外消費税等は「その
他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っております。

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にそ
の額を計上した項目であって、翌事業年度にかかる計算書
類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおり
です。
　　貸倒引当金　　　3,826百万円
　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として、7.に
記載しております。
　主要な仮定は、｢債務者区分の判定における貸出先の将
来の業績見通し｣であります。｢債務者区分おける貸出先
の将来の業績見通し｣は各債務者の収益獲得能力を個別
に評価し、設定しております。
　なお、個別貸出先の債務者区分の判定に用いた仮定は
不確実であり、これらが変化した場合には、翌事業年度の
貸倒引当金は増減する可能性があります。

　理事および監事との間の取引による理事および監事に
対する金銭債権債務はありません。

　有形固定資産の減価償却累計額は、3,544百万円であ
ります。

　有形固定資産の圧縮記帳額は、32百万円であります。

　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関
する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債
権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還
及び利息の支払の全部又は一部について保証しているも
のであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品
取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為
替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保
証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている
有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使
用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移
動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券に
ついては時価法（売却原価は主として移動平均法により算
定）により行い、評価差額は、全部純資産直入法により処理
しております。なお、組込デリバティブを区分して測定でき
ない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差
額を損益に計上しております。
　また、市場価格のない株式等については移動平均法に
よる原価法又は償却原価法により行っております。

　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率
法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取
得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1
日以降に取得した建物附属設備および構築物については
定額法を採用しております。また、主な耐用年数は、次のと
おりであります。
　　建     物　　6年　～　39年
　　そ の 他　　2年　～　40年

　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額
法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェ
アについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づ
いて償却しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固
定資産」（および「無形固定資産」）中のリース資産の減価
償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却し
ております。なお、残存価額については、リース契約上に残
価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ
以外のものは零としております。

　外貨建資産は、主として決算日の為替相場による円換算
額を付しております。

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、
次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい
る債務者（以下｢破綻先｣という。）に係る債権およびそれと
同等の状況にある債務者（以下｢実質破綻先｣という。）に
係る債権については、担保の処分可能見込額および保証
による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。
　また、現在は経営破綻の状況にないものの、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下｢破綻
懸念先｣という。）に係る債権については、債権額から担保
の処分可能見込額および保証による回収見込額を控除
し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで
計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とし
た貸倒実績率の長期的視点も踏まえた過去の一定の期間
の平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
　破綻懸念先および、貸出条件に問題のある債務者、履行
条件に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債
務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に
注意を要する債務者（以下｢要注意先｣という。）のうち、当
該債務者の債券の全部又は一部が要管理債権である債務
者（以下「要管理先」という。）で、未保全額が一定額以上の
大口債務者のうち、債権の元本の回収および利息の受取
りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができ
る債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利
子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引
当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上して
おります。
　上記以外の要管理先に係る債権については3年間の予
想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間
の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期的視点も踏ま
えた過去の一定の期間の平均値に基づき損失率を求め、
算定しております。また、要注意先および業況が良好であ
り、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務
者（以下、｢正常先｣という。）に対する債権については、今後
1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期的な
視点も踏まえた過去の一定の期間の平均値に基づき損失
率を求め、算定しております。
　すべての貸出金債権は、｢自己査定基準｣に基づき融資
本部が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査室が

【貸借対照表の注記】
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19.

20.

21.

22.

24.

25.

23.

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　  843百万円
　危険債権額　　　　　　　　　　　　　 5,402百万円
　要管理債権額　　　　　　　　　　　　 2,498百万円
　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　  －百万円
　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　 2,498百万円
　小計額　　　　　　　　　　　　　　　 8,744百万円
　正常債権額　　　　　　　　　　　　　132,700百万円
　合計額　　　　　　　　　　　　　　141,445百万円
　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開
始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い
債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない
ものであります。
　要管理債権とは、三月以上延滞債権および貸出条件緩和
債権に該当するものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払
日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権
及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債
権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問
題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権
以外のものに区分される債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上および監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会
業種別委員会実務指針第24号)に基づき金融取引として処
理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却ま
たは(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有して
おりますが、その額面金額は、594百万円であります。

　担保に供している資産は、次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　有価証券 14,583百万円　預け金 34,100百万円
　　   現金　            0百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　預金            658百万円　借用金  16,451百万円
　なお、担保に供している資産のうち期末時点で対応する
債務の残高がないものは、有価証券 14,454百万円、預け
金 15,200百万円、現金0百万円であります。

　出資1口当りの純資産額は、1,679円70銭であります。

　金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務な
どの金融業務を行っております。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないよう
に、資産および負債の総合的管理をしております。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内の
お客さまに対する貸出金、預け金および有価証券です。
　このうち、貸出金については、契約不履行によっても
たらされる信用リスクおよび金利の変動リスクに晒され
ております。また、預け金については、預け先の信用リス
クおよび金利の変動リスクに晒されております。さらに、
有価証券は債券、投資信託および株式等があり、満期保
有目的、純投資目的および事業推進目的で保有しており
ます。これらは、それぞれ発行体等の信用リスクおよび
金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。なお、外貨建有価証券については、為替の変動リ
スクにも晒されております。
　一方、金融負債は、主としてお客さまからの預金積金
であり、金利の変動リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
　当金庫は、業務遂行に伴い発生する様々なリスクを認識
し、リスクを統合的に管理する体制を構築することにより、

経営の健全性の維持と安定収益の確保に努めております。
①信用リスクの管理
　当金庫は、与信管理諸規程および信用リスクに関す
る管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの
与信審査、与信限度額、信用情報管理、自己査定や信用
格付の実施、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資本部に
て行い、また、案件によっては経営陣による融資審査
会や理事会を開催し、審議･報告を行っております。
　さらに、信用リスクの計量化および与信管理の状況
については、経営企画部がチェックしております。
　有価証券の発行体等の信用リスクに関しては、経営
企画部において、信用情報や時価の把握を定期的に
行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
ア. 金利リスクの管理
　当金庫は、市場リスク管理規程に則り金利の変
動リスクを計量化し、管理しております。
　当該規程において、リスク管理方法や手続等の
詳細を定め、リスク管理委員会において決定され
たリスク管理に関する方針に基づき、実施状況の
把握・確認、今後の対応等の協議を行っておりま
す。日常的には経営企画部において、金融資産お
よび負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャッ
プ分析や金利感応度分析等によりモニタリング
を行い、月次ベースでリスク管理委員会に報告し
ております。

イ. 為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案
件ごとに為替リスクを計量化し管理しております。

ウ. 価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品については、リス
ク管理委員会の方針に基づき、市場リスク管理規
程に従い管理を行っております。このうち、資金運
用部では、市場運用商品の購入を行っており、事
前審査、投資限度額の設定、価格変動リスクの計
量化および継続的なモニタリングによりリスクの
軽減を図っております。

エ. 市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、市場リスク量をVaRにより月次で
計測し(＊)、取得したリスク量がリスク限度額の範
囲内となるよう努めております。
　その算定にあたっては分散共分散法（保有期間
240日、信頼区間99％、観測期間1,200営業日）を
採用し、令和5年3月31日現在で市場リスク量（非
線形リスク考慮後）は20,794百万円であります。
　また、「有価証券」については、モデルが算出す
るVaRと実際の損益を比較するバックテスティン
グを実施しております。当事業年度において実施
したバックテスティングの結果、実際の損失が
VaRを超えた回数はバーゼル銀行監督委員会の
定める範囲内に収まっていることから、使用してい
る計測モデルは一定の精度のもとで市場リスクを
捕捉しているものと考えております。
　ただし、VaRは、過去の変動相場をベースに統
計的に算出した一定の発生確率に基づき市場リス
ク量を計測しており、通常では想定できないほど
市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉
できない場合もあります。そのため、当金庫では
ストレステストを数本のシナリオで実施し、経営体
力との充分性を確認しております。
　（＊）「有価証券」のうち外貨建MMFおよび使用し

ている計測モデルにおいてVaRの計算対象
外となっている一部の外貨建債券について
は、外国為替相場が20％下落したときの時
価変動額をリスク量としております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、流動性リスク管理規程に従い、適時に資
金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境
を考慮した長短の調達バランスの調整により流動性
リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる条件等によった場
合、算定価額が異なることもあります。

　なお、金融商品のうち貸出金および借用金について
は、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示
しております。

　金融商品の時価等に関する事項
　令和5年3月31日における貸借対照表計上額、時価およ
びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりませ
ん。また、重要性の乏しい科目については記載を省略して
おります。

〈金融商品の時価等の評価技法（算定方法）〉
①金融資産
　ア. 預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
　満期のある預け金については、残存期間に基づく
区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される
適用金利により将来キャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定しております。

　イ. 有価証券
　債券は、日本証券業協会公表の「公社債店頭売買参
考統計値」または取引証券会社から提示された価格、
株式は、取引所の価格によっております。投資信託は、
取引所の価格又は公表されている基準価格によって
おります。
　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記
事項については、24.から27.に記載しております。

　ウ. 貸出金
　貸出金は、以下の(ア)～(ウ)の合計額から、貸出金
に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を
控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方
法により算出した時価に代わる金額として記載してお
ります。
(ア)  延滞している債権等の将来キャッシュ・フローの
見積りが困難な債権については、貸借対照表中の
貸出金勘定に計上している額。

(イ) (ア)以外のうち、短期間で決済される割引手形、
手形貸付、当座貸越については、貸出金勘定に計
上している額。

(ウ) (ア)以外のうち、証書貸付（変動金利、固定金利）
については、期間に基づく区分ごとに、元利金の
合計額を市場金利（TONA、SWAP）等で割り引
いた価額。

②金融負債
　ア. 預金積金

　要求払預金については、決算日に要求された場合
の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。ま
た、定期預金の時価は、残存期間に基づく区分ごと
に、新規に預金を受け入れる適用金利により将来の
キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定して
おります。

　イ. 借用金　
　借用金については、期間に基づく区分ごとに、元
利金の合計額を市場金利（TONA、SWAP）等で割
り引いて現在価値を算定しております。
　なお、短期間で決済される日本銀行が行う「新型

コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレー
ション」による借入れについては、借用金勘定に計上
している額を時価としております。

③市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計
上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含ま
れておりません。

④金銭債権、満期のある有価証券および預金積金の期間
ごとの償還予定額は、次のとおりであります。　　　　

　有価証券の時価および評価差額等に関する事項は、次
のとおりであります。
①満期保有目的の債券

②その他有価証券

　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま
せん。

（単位：百万円）

時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの

時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの

種　類

合　計

貸借対照表計上額 時　価 差　額
2,000
2,000
3,504
5,504

－
6,000
6,000
11,504

2,178
2,178
3,586
5,764

－
5,510
5,510
11,274

178
178
81
259
－

△489
△489
△229

債　券
 社　債
その他
小　計
債　券
その他
小　計

貸借対照表計上額 時　価 差　額
54,104
224,284
11,504
212,779
140,732
△3,801
136,931
415,319
382,442
16,451
398,893

54,731
224,054
11,274
212,779

139,183
417,969
382,874
16,454
399,328

626
△229
△229

－

2,252
2,649
431
3

434

（単位：百万円）

預け金
有価証券

貸出金

預金積金
借用金

満期保有目的の債券
その他有価証券

貸倒引当金
差　引

（注）1．

　　2．

　　3．

貸出金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に
代わる金額」を記載しております。
貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除
しております。
その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-3項
及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資
信託が含まれております。

金融資産計

金融負債計

（単位：百万円）

預け金
貸出金
有価証券

　金融資産計
預金積金
借用金
　金融負債計

金融
資産

金融
負債

満期保有目的の債券
その他有価証券

区　分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
24,900
49,210
2,878

－
2,878
76,988
152,925
12,614
165,539

11,375
37,199
59,654
2,500
57,154
108,228
106,897
2,612

109,510

1,000
25,312
36,730
3,000
33,730
63,042

6
1,223
1,230

6,800
22,671
116,351
6,000

110,351
145,822

502
－

502
（注）「償還予定が見込めない」または「期間の定めのない」次のものは

含めておりません。

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

33
17,613
11,736
173
5,703
29,498
47,146

－
48,384
23,447
706

24,231
117,248
165,633
212,779

29
16,459
10,717
172
5,570
27,136
43,626

－
52,122
25,275
720

26,127
131,361
183,484
227,110

4
1,153
1,018

1
133
2,361
3,519

－
△3,737
△1,827
△14

△1,895
△14,112
△17,850
△14,330

種　類

合　計

貸借対照表計上額 取得原価 差　額
株　式
債　券
 国　債
 地方債
 社　債
その他
小　計
株　式
債　券
 国　債　
 地方債
 社　債
その他
小　計

（注）その他有価証券には、組込デリバティブを区分して測定できない
複合金融商品が含まれており、一部の銘柄については評価差額
を損益に計上しております。

1. 預け金のうち満期のない預け金　　          10,029百万円
2. 貸出金のうち当座貸越、延滞している
　 債権および破綻先債権等                          6,338
3. 有価証券のうち株式、投資信託、
    外貨MMF　　　　　　                          20,776
4. 預金積金のうち要求払預金、
    満期経過定期性預金等   　                  122,110

（単位：百万円）

貸借対照表計上額区　分
非上場株式
信金中金出資金
合　計

39
1,220
1,259

（注）1．

　　2．

非上場株式および信金中金出資金については、企業会計基準適用
指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年
3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度において、非上場株式について18百万円減損処理を
行っております。
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19.

20.

21.

22.

24.

25.

23.

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　  843百万円
　危険債権額　　　　　　　　　　　　　 5,402百万円
　要管理債権額　　　　　　　　　　　　 2,498百万円
　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　  －百万円
　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　 2,498百万円
　小計額　　　　　　　　　　　　　　　 8,744百万円
　正常債権額　　　　　　　　　　　　　132,700百万円
　合計額　　　　　　　　　　　　　　141,445百万円
　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開
始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていな
いが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い
債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない
ものであります。
　要管理債権とは、三月以上延滞債権および貸出条件緩和
債権に該当するものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払
日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権
及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの
であります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債
権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問
題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権
以外のものに区分される債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上および監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会
業種別委員会実務指針第24号)に基づき金融取引として処
理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却ま
たは(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有して
おりますが、その額面金額は、594百万円であります。

　担保に供している資産は、次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　有価証券 14,583百万円　預け金 34,100百万円
　　   現金　            0百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　預金            658百万円　借用金  16,451百万円
　なお、担保に供している資産のうち期末時点で対応する
債務の残高がないものは、有価証券 14,454百万円、預け
金 15,200百万円、現金0百万円であります。

　出資1口当りの純資産額は、1,679円70銭であります。

　金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務な
どの金融業務を行っております。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないよう
に、資産および負債の総合的管理をしております。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内の
お客さまに対する貸出金、預け金および有価証券です。
　このうち、貸出金については、契約不履行によっても
たらされる信用リスクおよび金利の変動リスクに晒され
ております。また、預け金については、預け先の信用リス
クおよび金利の変動リスクに晒されております。さらに、
有価証券は債券、投資信託および株式等があり、満期保
有目的、純投資目的および事業推進目的で保有しており
ます。これらは、それぞれ発行体等の信用リスクおよび
金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。なお、外貨建有価証券については、為替の変動リ
スクにも晒されております。
　一方、金融負債は、主としてお客さまからの預金積金
であり、金利の変動リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
　当金庫は、業務遂行に伴い発生する様々なリスクを認識
し、リスクを統合的に管理する体制を構築することにより、

経営の健全性の維持と安定収益の確保に努めております。
①信用リスクの管理
　当金庫は、与信管理諸規程および信用リスクに関す
る管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの
与信審査、与信限度額、信用情報管理、自己査定や信用
格付の実施、保証や担保の設定、問題債権への対応な
ど与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資本部に
て行い、また、案件によっては経営陣による融資審査
会や理事会を開催し、審議･報告を行っております。
　さらに、信用リスクの計量化および与信管理の状況
については、経営企画部がチェックしております。
　有価証券の発行体等の信用リスクに関しては、経営
企画部において、信用情報や時価の把握を定期的に
行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
ア. 金利リスクの管理
　当金庫は、市場リスク管理規程に則り金利の変
動リスクを計量化し、管理しております。
　当該規程において、リスク管理方法や手続等の
詳細を定め、リスク管理委員会において決定され
たリスク管理に関する方針に基づき、実施状況の
把握・確認、今後の対応等の協議を行っておりま
す。日常的には経営企画部において、金融資産お
よび負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャッ
プ分析や金利感応度分析等によりモニタリング
を行い、月次ベースでリスク管理委員会に報告し
ております。

イ. 為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案
件ごとに為替リスクを計量化し管理しております。

ウ. 価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品については、リス
ク管理委員会の方針に基づき、市場リスク管理規
程に従い管理を行っております。このうち、資金運
用部では、市場運用商品の購入を行っており、事
前審査、投資限度額の設定、価格変動リスクの計
量化および継続的なモニタリングによりリスクの
軽減を図っております。

エ. 市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、市場リスク量をVaRにより月次で
計測し(＊)、取得したリスク量がリスク限度額の範
囲内となるよう努めております。
　その算定にあたっては分散共分散法（保有期間
240日、信頼区間99％、観測期間1,200営業日）を
採用し、令和5年3月31日現在で市場リスク量（非
線形リスク考慮後）は20,794百万円であります。
　また、「有価証券」については、モデルが算出す
るVaRと実際の損益を比較するバックテスティン
グを実施しております。当事業年度において実施
したバックテスティングの結果、実際の損失が
VaRを超えた回数はバーゼル銀行監督委員会の
定める範囲内に収まっていることから、使用してい
る計測モデルは一定の精度のもとで市場リスクを
捕捉しているものと考えております。
　ただし、VaRは、過去の変動相場をベースに統
計的に算出した一定の発生確率に基づき市場リス
ク量を計測しており、通常では想定できないほど
市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉
できない場合もあります。そのため、当金庫では
ストレステストを数本のシナリオで実施し、経営体
力との充分性を確認しております。
　（＊）「有価証券」のうち外貨建MMFおよび使用し

ている計測モデルにおいてVaRの計算対象
外となっている一部の外貨建債券について
は、外国為替相場が20％下落したときの時
価変動額をリスク量としております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、流動性リスク管理規程に従い、適時に資
金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境
を考慮した長短の調達バランスの調整により流動性
リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる条件等によった場
合、算定価額が異なることもあります。

　なお、金融商品のうち貸出金および借用金について
は、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示
しております。

　金融商品の時価等に関する事項
　令和5年3月31日における貸借対照表計上額、時価およ
びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりませ
ん。また、重要性の乏しい科目については記載を省略して
おります。

〈金融商品の時価等の評価技法（算定方法）〉
①金融資産
　ア. 預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
　満期のある預け金については、残存期間に基づく
区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される
適用金利により将来キャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定しております。

　イ. 有価証券
　債券は、日本証券業協会公表の「公社債店頭売買参
考統計値」または取引証券会社から提示された価格、
株式は、取引所の価格によっております。投資信託は、
取引所の価格又は公表されている基準価格によって
おります。
　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記
事項については、24.から27.に記載しております。

　ウ. 貸出金
　貸出金は、以下の(ア)～(ウ)の合計額から、貸出金
に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を
控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方
法により算出した時価に代わる金額として記載してお
ります。
(ア)  延滞している債権等の将来キャッシュ・フローの
見積りが困難な債権については、貸借対照表中の
貸出金勘定に計上している額。

(イ) (ア)以外のうち、短期間で決済される割引手形、
手形貸付、当座貸越については、貸出金勘定に計
上している額。

(ウ) (ア)以外のうち、証書貸付（変動金利、固定金利）
については、期間に基づく区分ごとに、元利金の
合計額を市場金利（TONA、SWAP）等で割り引
いた価額。

②金融負債
　ア. 預金積金

　要求払預金については、決算日に要求された場合
の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。ま
た、定期預金の時価は、残存期間に基づく区分ごと
に、新規に預金を受け入れる適用金利により将来の
キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定して
おります。

　イ. 借用金　
　借用金については、期間に基づく区分ごとに、元
利金の合計額を市場金利（TONA、SWAP）等で割
り引いて現在価値を算定しております。
　なお、短期間で決済される日本銀行が行う「新型

コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレー
ション」による借入れについては、借用金勘定に計上
している額を時価としております。

③市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計
上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含ま
れておりません。

④金銭債権、満期のある有価証券および預金積金の期間
ごとの償還予定額は、次のとおりであります。　　　　

　有価証券の時価および評価差額等に関する事項は、次
のとおりであります。
①満期保有目的の債券

②その他有価証券

　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま
せん。

（単位：百万円）

時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの

時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの

種　類

合　計

貸借対照表計上額 時　価 差　額
2,000
2,000
3,504
5,504

－
6,000
6,000
11,504

2,178
2,178
3,586
5,764

－
5,510
5,510
11,274

178
178
81
259
－

△489
△489
△229

債　券
 社　債
その他
小　計
債　券
その他
小　計

貸借対照表計上額 時　価 差　額
54,104
224,284
11,504
212,779
140,732
△3,801
136,931
415,319
382,442
16,451
398,893

54,731
224,054
11,274
212,779

139,183
417,969
382,874
16,454
399,328

626
△229
△229

－

2,252
2,649
431
3

434

（単位：百万円）

預け金
有価証券

貸出金

預金積金
借用金

満期保有目的の債券
その他有価証券

貸倒引当金
差　引

（注）1．

　　2．

　　3．

貸出金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に
代わる金額」を記載しております。
貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除
しております。
その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-3項
及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資
信託が含まれております。

金融資産計

金融負債計

（単位：百万円）

預け金
貸出金
有価証券

　金融資産計
預金積金
借用金
　金融負債計

金融
資産

金融
負債

満期保有目的の債券
その他有価証券

区　分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
24,900
49,210
2,878

－
2,878
76,988
152,925
12,614
165,539

11,375
37,199
59,654
2,500
57,154
108,228
106,897
2,612

109,510

1,000
25,312
36,730
3,000
33,730
63,042

6
1,223
1,230

6,800
22,671
116,351
6,000

110,351
145,822

502
－

502
（注）「償還予定が見込めない」または「期間の定めのない」次のものは

含めておりません。

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

33
17,613
11,736
173
5,703
29,498
47,146

－
48,384
23,447
706

24,231
117,248
165,633
212,779

29
16,459
10,717
172
5,570
27,136
43,626

－
52,122
25,275
720

26,127
131,361
183,484
227,110

4
1,153
1,018

1
133
2,361
3,519

－
△3,737
△1,827
△14

△1,895
△14,112
△17,850
△14,330

種　類

合　計

貸借対照表計上額 取得原価 差　額
株　式
債　券
 国　債
 地方債
 社　債
その他
小　計
株　式
債　券
 国　債　
 地方債
 社　債
その他
小　計

（注）その他有価証券には、組込デリバティブを区分して測定できない
複合金融商品が含まれており、一部の銘柄については評価差額
を損益に計上しております。

1. 預け金のうち満期のない預け金　　          10,029百万円
2. 貸出金のうち当座貸越、延滞している
　 債権および破綻先債権等                          6,338
3. 有価証券のうち株式、投資信託、
    外貨MMF　　　　　　                          20,776
4. 預金積金のうち要求払預金、
    満期経過定期性預金等   　                  122,110

（単位：百万円）

貸借対照表計上額区　分
非上場株式
信金中金出資金
合　計

39
1,220
1,259

（注）1．

　　2．

非上場株式および信金中金出資金については、企業会計基準適用
指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年
3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度において、非上場株式について18百万円減損処理を
行っております。
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科　　　　　　目

1． 
2．
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
出資1口当り当期純利益金額は､129円49銭であります。

【損益計算書の注記】－令和4年度－

（単位：千円）

令和4年度

（単位：千円）

科　　　　　　　目

　貸借対照表、損益計算書および剰余金処分案は、信用金庫法第38
条の2第3項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受
けております。本ディスクロージャー誌の財務諸表は、上記の計算書
類等に基づき記載内容を一部追加・変更して作成しております。 

　令和4年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表作成に係る内部監査の適正
性・有効性等を確認しております。
　令和5年6月19日

長浜信用金庫
理事長

【謄 本】

経常収益  
　  資金運用収益

　  役務取引等収益

　  その他業務収益

　  その他経常収益

経常費用
　  資金調達費用

　 
　  役務取引等費用

　  その他業務費用

　  経費

　  その他経常費用

経常利益
特別利益
特別損失

税引前当期純利益
法人税、住民税および事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
繰越金（当期首残高）
当期未処分剰余金  

　貸出金利息
　預け金利息
　有価証券利息配当金
　その他の受入利息

　受入為替手数料 
　その他の役務収益

　国債等債券売却益
　金融派生商品収益
　その他の業務収益

　貸倒引当金戻入益
　株式等売却益
　その他の経常収益

　預金利息
　給付補塡備金繰入額
　借用金利息
　その他の支払利息

　支払為替手数料
　その他の役務費用

　国債等債券売却損
　国債等債券償却
　金融派生商品費用
　その他の業務費用

　人件費
　物件費
　税金

　貸倒引当金繰入額
　株式等売却損
　株式等償却
　その他の経常費用

固定資産処分損

令和3年度

当期未処分剰余金

剰余金処分額

繰越金（当期末残高）

繰越金（当期首残高）
当期純利益

利益準備金
普通出資に対する配当金
（出資配当率）
特別積立金

令和4年度

　私たち監事は、令和4年4月１日から令和5年3月31日までの第100期事業年度の理事の
職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査基準に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、
監査の方針、監査計画等に従い、理事、監査室、その他の職員等と意思疎通を図り、情報
の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
部・本支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
②業務報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他信用金庫の業務の適正を確保するために必要な
ものとして信用金庫法施行規則第23条に定める体制の整備に関する理事会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行なわれることを確保するための体制」（信用金庫法施行規則第33条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和3年11月16日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る業務報告及びその附属明細書並びに
計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案）及びその附属明細書について
検討いたしました。
2. 監査の結果
 　（1）業務報告等の監査結果

①業務報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、信用金庫の状況を
正しく示しているものと認めます。
②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する業務報告の記載内容及び理事の職務の
執行についても、指摘すべき事項は認められません。

 　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

監　査　報　告　書

令和5年5月15日
長　浜　信　用　金　庫

常勤監事      森　　　秀　行   
監      事 　 竹　内　　　寛   
監      事　   本　庄　秀　樹

 ○印
 ○印
 ○印

（注）監事  竹内 寛、監事 本庄 秀樹は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

（  　　 ）

令和3年度

（  　　 ）

6,795,964
5,581,487
1,885,543
116,119
3,548,930
30,893
216,331
65,319
151,011
939,364
891,020

－
48,343
58,781
15,496
43,196

88
3,975,273
384,942
357,309
2,167
22,368
3,097

149,192
10,788
138,404
1,219,155
423,250
688,590
104,013
3,302

2,194,050
1,343,027
778,017
73,005
27,932

－
－

18,748
9,183

2,820,690
－

651
651

2,820,038
965,663

△ 181,229
784,433
2,035,605
4,767,789
6,803,394

6,120,078
5,161,095
1,841,904
134,396
3,153,696
31,097
243,116
86,898
156,218
652,250
487,948
130,424
33,876
63,616

－
57,312
6,303

3,218,806
379,414
337,207
2,212
37,762
2,233

149,206
16,640
132,566
109,014
108,390

－
－

624
2,191,517
1,330,796
787,735
72,986
389,652
388,201

47
－

1,403
2,901,272

－
116
116

2,901,155
872,985
△ 70,903
802,082
2,099,073
3,500,084
5,599,157

6,803,394
4,767,789
2,035,605
1,031,398

－
31,398
年４％ 

1,000,000
5,771,996

5,599,157
3,500,084
2,099,073
831,368

－
31,368
年４％ 

800,000
4,767,789

田邊　功

　当事業年度中に売却したその他有価証券は、次のとおり
であります。

　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株
式等を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見
込みがあると認められないものについては、当該時価を
もって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事
業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）してお
ります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、
当金庫の定める「有価証券時価会計基準」に則り、当事業
年度末における市場価格等に基づく時価が取得価額から
50％以上下落している場合は一律減損処理し、取得価額
から30％以上50％未満下落している場合は、過去一定期
間の時価の状況および発行体の信用状況等から回復の可
能性を判断し、減損処理することとしております。
　当事業年度における減損処理額は、688百万円（すべて
債券等）であります。

　当座貸越契約および貸付金に係るコミットメントライン
契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限
度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は、11,964百万円で
あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了す
るものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
金庫の将来キャッシュ･フローに影響を与えるものではあ
りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権
の保全およびその他相当の事由があるときは、当金庫が
実行申込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額
をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産･有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も予め定めている当金庫内手続きに
基づき定期的に顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約
の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

　退職給付に関する事項は、次のとおりであります。
①採用している退職給付制度の概要
　当金庫は、確定給付型の制度として｢退職一時金規程｣
および｢長浜信用金庫企業年金規約｣に基づく内部積立
の退職一時金制度および規約型確定給付企業年金制度
を設けております。
　このほか、当金庫は退職金制度外で全国信用金庫厚
生年金基金に加入しており、当該基金は複数事業主(信
用金庫等)により設立された総合設立型厚生年金基金
で、当金庫の拠出する年金資産の額を合理的に計算す
ることができないため、当該年金制度への拠出額を退職
給付費用として処理しております。(詳細 ⑤)

②退職給付債務に関する事項 （令和5年3月31日現在）
ア．退職給付債務　　　　　　　　　　　    597百万円
イ．年金資産（時価） 　　　　　　　   699
ウ．差引 （ア－イ） 　　　　　 　　　　　　△102
エ．未認識過去勤務債務　  　　　 　   　　△87
オ．未認識数理計算上の差異　　　　　　 △211
カ．前払年金費用　　　　　　　　　　　　 169
キ．退職給付引当金（ウ－エ－オ＋カ）　　　    366百万円

③退職給付費用に関する事項
　（自令和4年4月1日  至令和5年3月31日）
ア．勤務費用                                    　　 41百万円
イ．利息費用                                   　　 3
ウ．期待運用収益                                 　 △11
エ．過去勤務費用　　　　　　　　　　　　  △2
オ．数理計算上の差異の費用処理額           △37
カ．厚生年金基金拠出額　                           78
キ．退職給付費用合計（ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ）  73百万円

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　　退職給付見込額の期間配分方法　　 期間定額基準
　　割引率　　　　　　　　　　　　　　    0.91％
　　期待運用収益率　　　　　　　　　　    1.50％

⑤当金庫の加入する厚生年金基金制度は総合設立型であ
り、当該企業年金制度全体の直近の積立状況および制度
全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関す
る補足説明は次のとおりであります。

　ア．制度全体の積立状況に関する事項 
　     （令和4年3月31日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　 1,740,569百万円
　　　年金財政計算上の数理債務の額
　　　と最低責任準備金の額との合計額    1,807,426
　　　差引  　　 　　　　　       △66,857百万円

　イ．制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
　　 （令和4年3月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　                  0.1736％ 

　ウ．補足説明
　上記アの差引額の主な原因は、年金財政計算上の
過去勤務債務残高162,618百万円、および別途積立
金95,760百万円であります。本制度における過去勤
務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率
償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、当
該償却に充てられる特別掛金33百万円(予定償却完
了日：令和17年4月1日)を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛
金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定される
ため、上記イの割合は当金庫の実際の負担割合とは
一致しません。

　税効果に関する事項は、次のとおりであります。　
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別内訳
　ア．繰延税金資産
　　　 貸倒引当金　　　　　　　　　　　　 939百万円
　　　 固定資産減価償却費　　　　　　　　   20
　　　 未払事業税　　　　　　　　　　　　   59
　　　 賞与引当金　　　　　　　　　　　　   16
　　　 退職給付引当金　　　　　　　　　　 101
　　　 役員退職慰労引当金　　　　　　　　   26
　　　 金融派生商品費用　　　　　　　　　　70
　　　 その他有価証券評価差額　　　　　  3,896
　　　 その他　　　　　　　　　　　　　　 329
　　　 繰延税金資産小計　　　　　　　　 5,461百万円
　　　 評価性引当額　　　　　　　　　　   △19
　　　 繰延税金資産合計　　　　　　　　 5,441百万円

　イ．繰延税金負債        　　　　　　　　　             
　　　 前払年金費用　　　　　　　　　　      46
　　　 繰延税金負債合計　　　　　　　　　   46百万円

　ウ．繰延税金資産の純額（ア－イ） 　　　　  5,395百万円

　会計方針の変更
〈時価の算定に関する会計基準〉
　企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する
会計基準の適用指針」（令和３年６月17日。以下「時価算
定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から
適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用してお
ります。これによる計算書類への影響はありません。

30.

31.

26.

27.

28.

29.

（単位：百万円）

売却額
株　式
債　券
  国　債
  地方債
  社　債
その他
合　計

15
9,020
5,057
804
3,159
71,530
80,566

0
93
65
4
23
840
934

－
－
－
－
－

423
423

売却益の合計額 売却損の合計額
損益計算書 剰余金処分計算書

会計監査

監事監査報告書 謄本

代表者の確認
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科　　　　　　目

1． 
2．
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
出資1口当り当期純利益金額は､129円49銭であります。

【損益計算書の注記】－令和4年度－

（単位：千円）

令和4年度

（単位：千円）

科　　　　　　　目

　貸借対照表、損益計算書および剰余金処分案は、信用金庫法第38
条の2第3項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受
けております。本ディスクロージャー誌の財務諸表は、上記の計算書
類等に基づき記載内容を一部追加・変更して作成しております。 

　令和4年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表作成に係る内部監査の適正
性・有効性等を確認しております。
　令和5年6月19日

長浜信用金庫
理事長

【謄 本】

経常収益  
　  資金運用収益

　  役務取引等収益

　  その他業務収益

　  その他経常収益

経常費用
　  資金調達費用

　 
　  役務取引等費用

　  その他業務費用

　  経費

　  その他経常費用

経常利益
特別利益
特別損失

税引前当期純利益
法人税、住民税および事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
繰越金（当期首残高）
当期未処分剰余金  

　貸出金利息
　預け金利息
　有価証券利息配当金
　その他の受入利息

　受入為替手数料 
　その他の役務収益

　国債等債券売却益
　金融派生商品収益
　その他の業務収益

　貸倒引当金戻入益
　株式等売却益
　その他の経常収益

　預金利息
　給付補塡備金繰入額
　借用金利息
　その他の支払利息

　支払為替手数料
　その他の役務費用

　国債等債券売却損
　国債等債券償却
　金融派生商品費用
　その他の業務費用

　人件費
　物件費
　税金

　貸倒引当金繰入額
　株式等売却損
　株式等償却
　その他の経常費用

固定資産処分損

令和3年度

当期未処分剰余金

剰余金処分額

繰越金（当期末残高）

繰越金（当期首残高）
当期純利益

利益準備金
普通出資に対する配当金
（出資配当率）
特別積立金

令和4年度

　私たち監事は、令和4年4月１日から令和5年3月31日までの第100期事業年度の理事の
職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査基準に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、
監査の方針、監査計画等に従い、理事、監査室、その他の職員等と意思疎通を図り、情報
の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
部・本支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
②業務報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他信用金庫の業務の適正を確保するために必要な
ものとして信用金庫法施行規則第23条に定める体制の整備に関する理事会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行なわれることを確保するための体制」（信用金庫法施行規則第33条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和3年11月16日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る業務報告及びその附属明細書並びに
計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案）及びその附属明細書について
検討いたしました。
2. 監査の結果
 　（1）業務報告等の監査結果

①業務報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、信用金庫の状況を
正しく示しているものと認めます。
②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する業務報告の記載内容及び理事の職務の
執行についても、指摘すべき事項は認められません。

 　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

監　査　報　告　書

令和5年5月15日
長　浜　信　用　金　庫

常勤監事      森　　　秀　行   
監      事 　 竹　内　　　寛   
監      事　   本　庄　秀　樹

 ○印
 ○印
 ○印

（注）監事  竹内 寛、監事 本庄 秀樹は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

（  　　 ）

令和3年度

（  　　 ）

6,795,964
5,581,487
1,885,543
116,119
3,548,930
30,893
216,331
65,319
151,011
939,364
891,020

－
48,343
58,781
15,496
43,196

88
3,975,273
384,942
357,309
2,167
22,368
3,097

149,192
10,788
138,404
1,219,155
423,250
688,590
104,013
3,302

2,194,050
1,343,027
778,017
73,005
27,932

－
－

18,748
9,183

2,820,690
－

651
651

2,820,038
965,663

△ 181,229
784,433
2,035,605
4,767,789
6,803,394

6,120,078
5,161,095
1,841,904
134,396
3,153,696
31,097
243,116
86,898
156,218
652,250
487,948
130,424
33,876
63,616

－
57,312
6,303

3,218,806
379,414
337,207
2,212
37,762
2,233

149,206
16,640
132,566
109,014
108,390

－
－

624
2,191,517
1,330,796
787,735
72,986
389,652
388,201

47
－

1,403
2,901,272

－
116
116

2,901,155
872,985
△ 70,903
802,082
2,099,073
3,500,084
5,599,157

6,803,394
4,767,789
2,035,605
1,031,398

－
31,398
年４％ 

1,000,000
5,771,996

5,599,157
3,500,084
2,099,073
831,368

－
31,368
年４％ 

800,000
4,767,789

田邊　功

　当事業年度中に売却したその他有価証券は、次のとおり
であります。

　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株
式等を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見
込みがあると認められないものについては、当該時価を
もって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事
業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）してお
ります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、
当金庫の定める「有価証券時価会計基準」に則り、当事業
年度末における市場価格等に基づく時価が取得価額から
50％以上下落している場合は一律減損処理し、取得価額
から30％以上50％未満下落している場合は、過去一定期
間の時価の状況および発行体の信用状況等から回復の可
能性を判断し、減損処理することとしております。
　当事業年度における減損処理額は、688百万円（すべて
債券等）であります。

　当座貸越契約および貸付金に係るコミットメントライン
契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限
度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は、11,964百万円で
あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了す
るものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
金庫の将来キャッシュ･フローに影響を与えるものではあ
りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権
の保全およびその他相当の事由があるときは、当金庫が
実行申込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額
をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産･有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も予め定めている当金庫内手続きに
基づき定期的に顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約
の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

　退職給付に関する事項は、次のとおりであります。
①採用している退職給付制度の概要
　当金庫は、確定給付型の制度として｢退職一時金規程｣
および｢長浜信用金庫企業年金規約｣に基づく内部積立
の退職一時金制度および規約型確定給付企業年金制度
を設けております。
　このほか、当金庫は退職金制度外で全国信用金庫厚
生年金基金に加入しており、当該基金は複数事業主(信
用金庫等)により設立された総合設立型厚生年金基金
で、当金庫の拠出する年金資産の額を合理的に計算す
ることができないため、当該年金制度への拠出額を退職
給付費用として処理しております。(詳細 ⑤)

②退職給付債務に関する事項 （令和5年3月31日現在）
ア．退職給付債務　　　　　　　　　　　    597百万円
イ．年金資産（時価） 　　　　　　　   699
ウ．差引 （ア－イ） 　　　　　 　　　　　　△102
エ．未認識過去勤務債務　  　　　 　   　　△87
オ．未認識数理計算上の差異　　　　　　 △211
カ．前払年金費用　　　　　　　　　　　　 169
キ．退職給付引当金（ウ－エ－オ＋カ）　　　    366百万円

③退職給付費用に関する事項
　（自令和4年4月1日  至令和5年3月31日）
ア．勤務費用                                    　　 41百万円
イ．利息費用                                   　　 3
ウ．期待運用収益                                 　 △11
エ．過去勤務費用　　　　　　　　　　　　  △2
オ．数理計算上の差異の費用処理額           △37
カ．厚生年金基金拠出額　                           78
キ．退職給付費用合計（ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ）  73百万円

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　　退職給付見込額の期間配分方法　　 期間定額基準
　　割引率　　　　　　　　　　　　　　    0.91％
　　期待運用収益率　　　　　　　　　　    1.50％

⑤当金庫の加入する厚生年金基金制度は総合設立型であ
り、当該企業年金制度全体の直近の積立状況および制度
全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関す
る補足説明は次のとおりであります。

　ア．制度全体の積立状況に関する事項 
　     （令和4年3月31日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　 1,740,569百万円
　　　年金財政計算上の数理債務の額
　　　と最低責任準備金の額との合計額    1,807,426
　　　差引  　　 　　　　　       △66,857百万円

　イ．制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
　　 （令和4年3月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　                  0.1736％ 

　ウ．補足説明
　上記アの差引額の主な原因は、年金財政計算上の
過去勤務債務残高162,618百万円、および別途積立
金95,760百万円であります。本制度における過去勤
務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率
償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、当
該償却に充てられる特別掛金33百万円(予定償却完
了日：令和17年4月1日)を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛
金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定される
ため、上記イの割合は当金庫の実際の負担割合とは
一致しません。

　税効果に関する事項は、次のとおりであります。　
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別内訳
　ア．繰延税金資産
　　　 貸倒引当金　　　　　　　　　　　　 939百万円
　　　 固定資産減価償却費　　　　　　　　   20
　　　 未払事業税　　　　　　　　　　　　   59
　　　 賞与引当金　　　　　　　　　　　　   16
　　　 退職給付引当金　　　　　　　　　　 101
　　　 役員退職慰労引当金　　　　　　　　   26
　　　 金融派生商品費用　　　　　　　　　　70
　　　 その他有価証券評価差額　　　　　  3,896
　　　 その他　　　　　　　　　　　　　　 329
　　　 繰延税金資産小計　　　　　　　　 5,461百万円
　　　 評価性引当額　　　　　　　　　　   △19
　　　 繰延税金資産合計　　　　　　　　 5,441百万円

　イ．繰延税金負債        　　　　　　　　　             
　　　 前払年金費用　　　　　　　　　　      46
　　　 繰延税金負債合計　　　　　　　　　   46百万円

　ウ．繰延税金資産の純額（ア－イ） 　　　　  5,395百万円

　会計方針の変更
〈時価の算定に関する会計基準〉
　企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する
会計基準の適用指針」（令和３年６月17日。以下「時価算
定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から
適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用してお
ります。これによる計算書類への影響はありません。

30.

31.

26.

27.

28.

29.

（単位：百万円）

売却額
株　式
債　券
  国　債
  地方債
  社　債
その他
合　計

15
9,020
5,057
804
3,159
71,530
80,566

0
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65
4
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840
934

－
－
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－
－
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売却益の合計額 売却損の合計額
損益計算書 剰余金処分計算書

会計監査

監事監査報告書 謄本

代表者の確認

29 30

資
　
料
　
編

資
　
料
　
編




